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●110番は、緊急通報用の電話です。
　110番は、事件・事故等の緊急通報用の電話です。
　110番は県内どこからかけても警察本部にある「110番センター」につながります。
　早い通報が事件などの早期解決につながります。

●110番の目的に沿った正しい利用をお願いします。
　不急の相談等が緊急通報用電話である110番に寄せられることは、事件・事故等の緊急通報に対する警
察官の対応を遅らせるおそれがあります。
　緊急の事件・事故以外の相談は、最寄りの警察署や警察総合相談電話「＃9110」または059－224－
9110をご利用ください。
　警察総合相談電話は、平日の午前9時から午後5時までの間受け付けています。
　＃9110は携帯電話やPHSからも利用が可能ですが、一部のIP電話からはご利用になれませんのでご注
意ください。

●110番通報するときは、落ち着いて次のポイントを要領よく通報して下さい。
　　★何があったのか　　★ケガはないか
　　★いつ起きたのか　　★どこであったのか

●聴覚や言葉の不自由な方は、次の手段をご利用下さい。
　　★ウェブ110番（アドレス　http://mie110.jp）
　　　　表示される画面の各項目に必要事項を入力して送信してください。
　　　　折り返し「110番センター」から、その他必要事項について尋ねますので、もう一度入力して送
　　　信してください。（チャット方式）
　　★ファックス110番（FAX 059－229－0110）
　　　　何があったのか、場所はどこか、今の状況などに加えて、名前、住所、FAX番号を書いて送信し
　　　てください。

●携帯電話からの110番は、次のことに注意して下さい。
　　携帯電話での通報は、移動しながらですと通話が途切れたり、聞こえなくなったりします。必ず立ち
　止まってから通話をして下さい。
　　なお、自動車を運転中、携帯電話を手にしての使用は禁止されいてます。
　　県境付近で携帯電話から『110番』をかけられた場合、隣の県の警察につながることがありますが、
　今いる場所と内容を告げれば三重県警察に転送されますのでご安心ください。

　まもなく平成24年度町県民税の申告及び平成23年分所得税の確定申告の時期です。この申告は平成23年1月1
日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を対象にしています。
　朝日町役場の申告会場では、e-Taxでの申告が可能です。e-Taxで申告することにより、最高4,000円の税額控
除を受けることができます。是非ご利用ください。（e-Taxの申告には事前に住民基本台帳カード及び電子証明
書を取得していただく必要があります。）

　　土・日・祝日及び時間外は受け付けをしておりません。
　　申告会場では番号順にてご案内しています。順番によっては、お待ちいただくこ
　　とがあります。
　　譲渡・相続に関する申告、あるいは青色申告など専門的な知識を必要とする申告
　　はできかねますので、四日市税務署が用意する申告会場等をご利用ください。
　　ご自身で申告書が作成できている方は、直接税務署へ郵送していただくか、１階
　　税務課窓口まで提出してください。
　　申告に関する資料が整っていない場合は、整い次第あらためてお越しいただいて
　　おります。

申告期間　2月16日（木）～3月15日（木）
　　　　　　　（所得税の還付の申告については、2月1日（水）より受け付けします。）

＊申告に関するお願い＊

町県民税の申告が必要なおもな方（平成24年1月1日現在朝日町に住所がある方が対象です）
①確定申告をする必要のない方で、事業所得（営業や農業など）、不動産所得や配当所得などの各種所得のあった方
②勤務先から朝日町へ「給与支払報告書」が提出されていない方（昨年中に退職された方、日雇いなどを含む）
③昨年中に所得がなかった方で、所得がない旨の証明書（非課税証明書など）の発行を必要とする方

所得税の確定申告が必要なおもな方
①所得金額の合計額から雑損控除その他の所得控除の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が配当控
　除の額よりも多い方
②給与所得がある方で次のいずれかに該当する方
　•給与収入が2,000万円を超える方
　•1ヵ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を
　　超える方
　•２ヵ所以上から給与等の支払を受けている方で、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と給与所得や退職
　　所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える方
③公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除額を差し引くと黒字になる方

確定申告をすれば税金の還付を受けられるおもな方（2月1日より申告を受け付けします）
①給与所得のある方で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除又は住宅借入金等特別控除などを受けることができる
　方
②給与所得のある方で昨年中に退職し、その後就職もしなかったため年末調整を受けられなかった方
③退職所得について20％の税率で所得税を源泉徴収され、その額が正規の税額を超えている方
④予定納税をしたが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった方

税の申告・相談を行います税の申告・相談を行います税の申告・相談を行います
町県民税の申告・所得税の確定申告

e-Taxでの申告も可能です
町県民税の申告・所得税の確定申告

e-Taxでの申告も可能です

申告会場　朝日町役場2階大会議室　9時～11時及び13時～16時
　　　　　　　（3月5日㈪より2階第1・2会議室になります。）
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◎メイン標語
事件事故　緊急通報110番

◎サブ標語
ご存じですか？警察相談　♯9110

1月10日は「110番の日」1月10日は「110番の日」1月10日は「110番の日」


